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【届出の対象とした募集内国投資
信託受益証券に係るファンドの名
称】

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（年

１回決算型）
（平成28年２月29日より、三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不

動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
（予定））

【届出の対象とした募集内国投資
信託受益証券の金額】

継続募集額　上限１兆円

【縦覧に供する場所】 該当ありません
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

平成27年12月４日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

ファンド名称の変更および信託期間の変更等に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出する

ものです。なお、本書は、平成28年２月26日に提出しており、訂正された原届出書の内容は、平成28

年２月29日現在のものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を

記載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。

 

 
【表紙】

【ファンド名】

＜訂正前＞

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（年１回決算型）

＜訂正後＞

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

 

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

＜訂正前＞

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（年１回決算型）

＜訂正後＞

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

 

【証券情報】
＜更新後＞

（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

（「ファンド」といいます。）
（略）

 

【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】
＜更新後＞

（略）
平成28年２月29日 ファンドの名称を「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式

ファンド（年１回決算型）」から「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・

不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）」に変更
 信託期間を平成31年９月６日までから平成37年９月５日までに変更

 
（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成27年11月末現在）
・沿革
（略）

・大株主の状況（平成27年11月末現在）

（略）

 

２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜更新後＞

（略）
ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の不動産投資

信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）
および不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保を
めざします。
（略）

 

（２）【投資対象】

＜更新後＞
（略）

＜ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式マザーファンドの概要＞

（略）
（投資制限）

（略）
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま

す。
（略）
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の35％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％

以下とします。
⑥同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の35％以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額

の10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑨有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま

す。
⑩スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避

するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
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（５）【投資制限】
＜更新後＞

（略）
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指
図をしません。

ｂ．（略）
（略）
③同一銘柄の株式等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総
額の100分の35を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。

ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
となる投資の指図をしません。

ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

ｅ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該不動産投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が信託財産の純資産総額の100分の35を超えることとなる投資の指図をしません。

ｆ．ｅ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動産投資信託証券の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。

④同一銘柄の転換社債等
（略）
⑮信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係るエクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。

＜その他法令等に定められた投資制限＞
（略）

 
３【投資リスク】
（１）投資リスク
＜更新後＞

（略）
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
（略）

 
①価格変動リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等によ
り変動し、また、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動す
るため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券や株式の価格が下落した場合には基準
価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
（略）
この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク
（略）
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そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。

③信用リスク
（略）
当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク
（略）
この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
（略）
 

※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）

の適用はありません。
・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分

散投資する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま

せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
（略）

・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの
制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信
託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが
あります。

 
上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
 

（２）投資リスクに対する管理体制
＜更新後＞

（略）
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。
なお、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理
体制や管理状況の確認を委託会社で行うことにより、当ファンドの投資リスクを適切に管理するよ
う努めています。（略）
（略）

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
（略）
また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、価格変動、為替変動、信用、流動性の各リスク
の運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理してい
ます。
 

（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

（略）

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

（略）
 
（４）【その他の手数料等】

＜更新後＞

（略）
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ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）

の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
 
◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名 直接・間接
※ 説明

（略）

信託報酬 間接

（略）
（販売会社）
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交
付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
購入後の説明・情報提供等の対価

（略）

（略）

（略）
 

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞
（略）

※上記は平成27年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞
［参考情報］
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜更新後＞
（略）

その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得
申込みを取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を
勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止すること
があります。

 
３【資産管理等の概要】
＜更新後＞
（３）【信託期間】

信託期間 平成26年３月25日から平成37年９月５日まで
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることが
あります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利
であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができま
す。

（略）
（５）【その他】

ファンドの
償還条件等

（略）
・三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞

（３ヵ月決算型）、三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド

＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）、三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動

産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）および三菱ＵＦＪ／Ａ
ＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算

型）の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
（略）

（略）

運用報告書
 

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則と
して受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

（略）
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

５【その他】

②訴訟事件その他重要事項

＜更新後＞

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）
②資本金の額：324,279百万円（平成27年９月末現在）
（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成27年９月末現在）
③事業の内容

髙木証券株式会社 11,069 百万円
金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
す。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

40,500 百万円
金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
す。

 

３【資本関係】

＜更新後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成27年11月末現在）
 

第３【参考情報】

（略）

２　その他

（略）

（３）目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・当ファンドの受益権の価額は、不動産投資信託証券・株式等の有価証券市場の相場変動、組入有

価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が

あります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額

の下落により、損失を被ることがあります。

（略）

（８）投資信託説明書（交付目論見書および請求目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部を

記載することがあります。
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